
番号 項目 対象施設 質問 回答

1 申請 全般 申請期限はいつまでか。
辞退届：令和５年８月１日(火)～令和５年８月25日(金)
申　請：令和５年８月１日(火)～令和５年９月15日(金)

2 全般 全般 支給はいつ頃になるか。

令和４年度における宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援事業にて、支援金を受給されている施設におかれまして
は、令和５年９月中旬を予定しています。
また、令和４年度における宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援事業にて、支援金を受給されていない施設におか
れましては、令和５年９月下旬を予定しています。
※支給スケジュールについては、変更となる可能性があります。

3 申請 全般 振込口座の名義が一致しなくても大丈夫か。
申請者：施設長、口座名義人：法人理事長など、申請書に記載いただく申請者と口座名義人が異なる場合は、委任状の御提出をお
願いします。

4 申請 全般 申請方法は。

原則、電子メールにて御提出をお願いします。
送信先：tonari-kenichi@pref.miyazaki.lg.jp
インターネット環境がない等、電子メールによる申請書等の送付が難しい場合は、郵送にて申請してください。(期間厳守をお願
いします。)
郵送先：〒880-8501　宮崎市橘通東2丁目10番1号　こども政策課幼児教育保育担当　物価高騰対策緊急支援担当者

5 申請 全般 書類の提出忘れがあった。
電子メール等にて提出してください。
メール本文等に、連絡先と"添付漏れのための再送"といった旨の記載をお願いします。

6 全般 全般 給食実施の有無についてはどのように判断するのか。
認可施設においては各市町村への聞き取りをもとに、認可外施設においては「認可外保育施設運営状況報告書」をもとに給食実施
の有無を判断して支給を行います。

7 申請 全般 口座情報が昨年から変わっているのだが手続が必要か。
令和４年度における宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援事業にて支援金を受給されている場合でも、当課に振込
先口座情報がないため、お手数ですが申請をお願いします。

8 申請 認可外
（事業所内(院内)保育事業）委託先が変更になっているが手続
が必要か。

令和４年度から委託先が変更になっている場合、当課に振込先口座情報がないため、お手数ですが申請をお願いします。

9 全般 全般 休園となったが手続が必要か。 令和４年度から休園された施設におかれましては、辞退届の御提出をお願いします。

10 申請 全般
複数の施設を運営している法人だが、まとめて申請をしてよ
いか。

まとめて申請いただいて結構です。
なお、メール本文等に運営されている施設名を記載してください。

11 全般 認可外 受託している法人だが、施設名を表記する必要はないのか。 メール本文等に運営されている施設名を記載してください。

12 補助条件 全般 市町村から補助を受けているが、支援の対象となるのか。 各市町村より今年度の補助の状況をお伺いしていますので、当該内容に基づき、各施設が対象となるか判断します。

令和５年度宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援FAQ（令和５年８月17日時点版）


